
申請手続き確認フローチャート
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POINT③

POINT④

児童手当制度のご案内
R7.10月版

対象児童の年齢拡大（高校３年生相当年齢まで）

所得制限なし

第３子以降の支給額増（第３子以降３万円）

支払月の変更（２か月に１回：年６回）

POINT②






注意事項





4



第３子以降の多子加算カウント方法例

児童手当に関する必要な各種申請・届出 ※詳細は、「市HP」をご確認ください！

改
正
後

改
正
前

令和６年
９月まで

令和６年
10月から

高校生相当年齢 大学生相当年齢中学生相当年齢小学生相当年齢

7歳 13歳 16歳 19歳 23歳


